
 場　所　　赤穂商工会館３階 大研修室　　 参加料　　2,000円　
 対　象　　創業に興味ある方、創業を予定している方、創業後５年未満の方
締め切り　 令和７年６月27日㈮
申込方法　裏面申込書にご記入いただき、FAXまたはご持参ください。
　　　　　上記二次元コードからも申込みいただけます。

申込・問合せ先 　赤穂商工会議所　赤穂市加里屋 68-9　
　　　　　　 TEL 43 –2727  FAX 45 –2101（令和７年度 地域ビジネス創出支援事業）
　

2025

商売を始めるための基礎知識や経営ノウハウを学び、あなたの考える
ビジネスをより具体的に、より売れるモノにしていきましょう。

全５回（各金曜日18:30～20:30)
※希望者には個別相談会（8/22）を実施

第１回

７月４日

第４回

25日

第３回

18日

第２回

11日

第５回

８月1日

創業塾
申込ページへ

第３回西播磨ビジネスプランコンテスト開催!!
西播磨地域の課題解決に取り組む人材の発掘・育成を目指し、新たな起業を支援するコンテストが開催されます。 （12月頃開催）

~あなたの夢を応援します~

定員
15名
（先着順）

創業塾

ビジネスプランってなに？

集客ってどうするの？

お金の借り方？

資金計画ってなに？



創業塾2025 カリキュラム（全５回）
日　時 テーマ 内　　　容 講　師

① 7/4（金） 
18:30～20:30 創業の基礎知識

◦オープニング
◦ビジネスアイデアの考え方
◦事業計画作成の必要性

 中小企業診断士
 荒木 慎吾 氏

② 7/11（金） 
18:30～20:30

ビジネスモデル
を考える

◦ビジネスモデルの着眼点と創業成功の秘訣
◦様々な成功事例、失敗事例から学ぶ

 兵庫県立大学
 大学院 教授
 秋山 秀一 氏

③ 7/18（金） 
18:30～20:30 売れる販売促進

◦ターゲットの設定
◦広告、チラシ、POP等の作り方
◦販促におけるWEB、AI、SNS活用法

 中小企業診断士
 肱岡 直美 氏

④ 7/25（金） 
18:30～20:30

収支資金計画
を立てる

◦モデル店舗の収支計画を作る（グループワーク）
◦資金調達・収支計画・採算性を考える
◦創業に関わる資金や活用可能な補助金

 中小企業診断士
 荒木 慎吾 氏

⑤ ８/ 1(金） 
18:30～20:30

ビジネスプラン
の策定・まとめ

◦税金と労務管理の基本
◦ビジネスプランの発表と講評
◦西播磨ビジネスプランコンテストの概要

 中小企業診断士
 荒木 慎吾 氏
 税理士/
 社会保険労務士
 家根 次代 氏

個別相談会
　　8/22(金） 
18:30～20:30

個別相談会
（※希望者のみ）

◦創業計画のブラッシュアップ
◦各種補助金活用支援

中小企業診断士
荒木 慎吾 氏

※都合によりカリキュラムの順番、内容を変更する場合がございます。

赤穂商工会議所　行　FAX.45-2101
～ 創業塾2025　受講申込書 ～

フリガナ
氏　　名

（　　　　　　　　　　　　　）
年齢 性別 男  ・  女

住　　所
〒　　　―　　　

TEL： 　E-mail：

現在の職業 □ 会社員　　□ 個人事業主･法人役員　　□ パート・アルバイト
□ 学生　　　□ 無職　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　）

検討中の事業内容
例)古民家カフェ、ネイルサロン　等

創業について □ 創業予定　（　　年　　月頃）　□ 創業済　（　　年　　月）
□ 未定

当塾について

当塾の情報入手先についてを付してください。※複数回答可
① 赤穂商工会議所【 □ 窓口 ・ □ ＨＰ ・ □ 広報誌 】
② 赤穂市役所　　 【 □ 窓口 ・ □ ＨＰ ・ □ 広報誌 】
③ 金融機関　　　 【 □ 窓口 ・ □ 営業担当者 】
④ その他　　　　 【 □ 知人 ・ □ 新聞記事 ・ □ その他（　　　　　　　） 】

※ご記入いただいた内容は、受講者の名簿作成、出欠確認、商工会議所からの各種連絡・情報提供のためにのみ利用させていただきます。
※申込者が５名に満たない場合は実施を見合わせる場合がございますので、ご了承下さい。

切り取らずに、そのままFAXして下さい。

ひじおか経営
コンサルティング
代表

肱岡 直美 氏
（中小企業診断士/
ITコーディネータ）

中小企業診断士
荒木慎吾事務所
代表

荒木 慎吾 氏
（中小企業診断士）

兵庫県立大学大学院
教授

秋山 秀一 氏

◆ 特定創業支援等事業 ◆
全講座（①～⑤）を受講いた
だいた方には、受講修了証を
交付します。同証書を赤穂市
に申請いただくと法人設立時
の登録免許税減免や創業融資
制度の要件緩和等の優遇措置
が受けられます。

講 師


